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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5964-13:2015 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5964 規格群（光ファイバコネクタかん合標準）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5964-4 第 4 部：SC 形光ファイバコネクタ類（F04 形） 

JIS C 5964-4-100 第 4-100 部：SC 形光ファイバコネクタ類－SC-PC 簡易レセプタクル（F16 形） 

JIS C 5964-5 第 5 部：MT コネクタ類（F12 形） 

JIS C 5964-6 第 6 部：MU 形光ファイバコネクタ類（F14 形） 

JIS C 5964-6-100 第 6-100 部：MU 形光ファイバコネクタ類－MU-PC 簡易レセプタクル（F17 形） 

JIS C 5964-7-1 第 7-1 部：MPO コネクタ類（F13 形）－1 列 

JIS C 5964-7-2 第 7-2 部：MPO コネクタ類（F13 形）－2 列 

JIS C 5964-13 第 13 部：FC-PC 形光ファイバコネクタ類（F01 形） 

JIS C 5964-18 第 18 部：MT-RJ コネクタ類（F19 形） 

JIS C 5964-20 第 20 部：LC 形光ファイバコネクタ類 
 
 



 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格            JIS 
 C 5964-13：20xx 
 

光ファイバコネクタかん合標準－ 
第 13 部：FC-PC 形光ファイバコネクタ類 

（F01 形） 
Fiber optic connector interfaces- 

Part 13: Type FC-PC connector family (F01 Type) 
 

序文 

この規格は，2024 年に第 3 版として発行された IEC 61754-13 及び 2025 年に発行された Corrigendum 1
を基とし，我が国の実情に合わせるため，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，FC-PC 形光ファイバコネクタ類のかん合構造及び互換寸法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 61754-13:2024， Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector 

interfaces－Part 13: Type FC-PC connector family＋Corrigendum 1:2025（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 5962 光ファイバコネクタ通則 
注記 1 対応国際規格における引用規格：IEC 61754-1，Fibre optic interconnecting devices and passive 

components – Fibre optic connector interfaces – Part 1: General and guidance 
注記 2 対応国際規格における引用規格の引用事項に相当する内容を規定している JIS に置き換え

た。 

JIS C 5965-3-1 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－光ファイバコネクタ光学互換－第 3-1 部：

1 310 nm ゼロ分散形シングルモード光ファイバ用コネクタパラメータ－直径 2.5 mm 及び 1.25 mm
円筒形全ジルコニア直角 PC 端面フェルール 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61755-3-1，Fibre optic interconnecting devices and passive 
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components－Connector optical interfaces－Part 3-1: Connector parameters of dispersion unshifted 
single-mode physically contacting fibres－Non-angled 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full 
zirconia ferrules 

JIS C 61300-3-22 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－第 3-22 部：フ

ェルール押圧力測定 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 5962 による。 

ISO 及び IEC では，標準化で用いる用語集のデータベースを次のアドレスで管理している。 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp/ui 

4 概要 

FC-PC 形光ファイバコネクタ類は，直径 2.5 mm のフェルールを用いることを特徴とする，光コネクタ

プラグ及び光アダプタで構成する光ファイバコネクタである。この光ファイバコネクタは，ねじ締結方式

のかん合構造及び光軸方向に力を加えるばねをもっている。ねじを緩めることによって結合を解除し，光

アダプタ又は光レセプタクルから光コネクタプラグを離脱可能である。光コネクタプラグには 1 個のガイ

ドキーがあり，そのガイドキーが，かん合するとき，光コネクタプラグと光アダプタとの接続方向及び位

置関係に制限を加えている。光ファイバコネクタの光学的な整列構造は，弾性スリーブ又は非弾性スリー

ブで構成されている。 

5 かん合標準 

5.1 一般事項 

この規格では，次に示すかん合標準を対象とする。 

－ かん合標準 IEC 61754-13-1：光コネクタプラグかん合標準（図 1 参照） 

－ かん合標準 IEC 61754-13-2：光アダプタかん合標準（図 2 及び図 3 参照） 

－ かん合標準 IEC 61754-13-3：光レセプタクルかん合標準（図 4 及び図 5 参照） 

かん合標準 IEC 61754-13-1 は，PC 接続状態を可能にする直角 PC 端面のフェルールをもつ。 

注記 かん合標準番号は，かん合標準を区分するための番号であり，規格番号ではない。 

5.2 かん合可能な組合せ 

光コネクタプラグと光アダプタ及び光レセプタクルとのかん合可能な組合せを，表 1 に示す。 
 

表 1－かん合可能な組合せ 

光コネクタプラグのかん合標準 光アダプタのかん合標準 光レセプタクルのかん合標準 
IEC 61754-13-2 IEC 61754-13-3 

IEC 61754-13-1 ○ ○ 
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記号説明 
○ ：かん合可能 

 

5.3 かん合部及び寸法 

5.3.1 光コネクタプラグ 

光コネクタプラグかん合部を図 1 に，その寸法を表 2 に，等級ごとの寸法 A を表 3 に示す。なお，光フ

ァイバがシングルモードの場合のフェルール詳細寸法は，JIS C 5965-3-1 による。 
 
 

 

図 1－光コネクタプラグかん合部  
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表 2－光コネクタプラグかん合部の寸法 
単位 mm 

記号 寸法 注記 
最小 最大 

A a) 表 3 による。 直径 
B 4.4 4.6 直径 
C 5.8 6.0 直径 
D 2.92 － － 

E b) 3.75 4.10 － 
F 1.77 2.77 － 

G c) M8×0.75-6H － 
H d) － 1.1 － 

I 3.5 － － 
J 3.95 － － 
K 1.86 2.14 － 

BF e) JIS C 5965-3-1 による。 半径 
BG a) JIS C 5965-3-1 による。 直径 

BI（°）a) 25 35 角度 
注 a) フェルールの先端から後方に向かって 1.8 mm までの範囲の外径は，直径 2.498 mm 未満でもよい。 
注 b) 寸法 E は，非かん合状態の寸法である。フェルールは，端面に直接触れて軸方向に力が加わること

によって動くため，寸法 E は変動し，最小値は 3.6 mm である。 
寸法 E が 3.6 mm～3.7 mm のとき，フェルール押圧力は 7.8 N～11.8 N とする。フェルール押圧力

は，光ファイバが付いていない光コネクタプラグ，又は光ファイバ素線若しくは光ファイバ心線だ

けが付いている光コネクタプラグを用いて測定しなければならない。 
フェルール押圧力の測定方法は，JIS C 61300-3-22 による。 

注 c) M8×0.75 は，呼び径 8 mm 及びピッチ 0.75 mm の一般用メートルねじを示す。6H は，公差域クラ

スを表す。ねじの後方に，ねじ逃げ溝が必要である。 
注 d) 接続ナットは左右に動かなければならない。寸法 H は，接続ナットが最も右側にあるときの寸法で

ある。 
注 e) 頂点偏心量は，50 μm 未満とする。 

 

表 3－光コネクタプラグかん合部の等級ごとの寸法 A 
単位 mm 

光ファイバ 等級 a) 寸法 
A 

最小 最大 
シングルモード A JIS C 5965-3-1 による。 

B JIS C 5965-3-1 による。 
C JIS C 5965-3-1 による。 
D JIS C 5965-3-1 による。 

マルチモード Am b) 現時点では規定しない。 
Bm b) 2.497 2.500 
Cm b) 2.494 2.500 

注 a) 等級は，5.1 のかん合標準番号に追記する。 
注 b) IEC 63267-2-1 を参照。 

 

5.3.2 光アダプタ 
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光アダプタかん合部を図 2 に，その寸法を表 4 に示す。 

 
 

 

図 2－光アダプタかん合部 
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表 4－光アダプタかん合部の寸法 
単位 mm 

記号 寸法 注記 
最小 最大 

A a) － － 直径，弾性スリーブ 
B 3.99 4.38 直径 
C 6.01 6.20 直径 
D 2.15 2.9 － 
E 3.6 3.7 － 

F c) 0.75 1.74 － 
G b) M8×0.75-6g － 
H 0.4 － － 
I 2.8 － － 
J 3.65 3.9 － 

K c) 2.15 2.6 － 
N d) 2.55 2.70 直径 

注 a) この光ファイバコネクタの整列構造は，弾性スリーブである。光アダプタの一端から図 3 及び表 5
に示すピンゲージを挿入している状態で，光アダプタの他端からもう一つのピンゲージが光アダプ

タの中央まで，2 N～5.9 N の力で挿入可能でなければならない。ピンゲージは，ピンゲージ等級 2.499
を使う（表 5 参照）。ここでいう光アダプタの中央とは，寸法 E の右側である。 

注 b) M8×0.75 は，呼び径 8 mm 及びピッチ 0.75 mm の一般用メートルねじを示す。6g は，公差域クラス

を表す。ねじの後方に，ねじ逃げ溝が必要である。 
注 c) ガイドキー溝の最小領域は，寸法 K 及び寸法 F で囲まれた長方形の範囲である。 
注 d) N は，弾性スリーブをもつ光アダプタに適用する寸法とする。 

 

光アダプタ用ピンゲージの形状の一例を図 3 に，その寸法を表 5 に示す。 
 

 

図 3－光アダプタ用ピンゲージ 
 
 

表 5－ピンゲージの寸法 
単位 mm 

ピンゲージ 
等級 

寸法 注記 
CK a) CL CN 

最小 最大 最小 最大 最小 最大 
2.499 2.498 5 2.499 5 2.8 4.8 7 15 弾性スリーブ 

注 a) 表面粗さは Ra 0.2 μm 未満，円筒度は 0.5 μm 未満が望ましい。 

 

5.3.3 光レセプタクル 

光レセプタクルかん合部を図 4 に，その寸法を表 6 に，整列構造の等級ごとの寸法 A を表 7 に示す。 
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図 4－光レセプタクルかん合部 
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表 6－光レセプタクルかん合部の寸法 
単位 mm 

記号 寸法 注記 
最小 最大 

A a) 表 7 による。 直径 
B 3.99 4.38 直径 
C 6.01 6.20 直径 
D 2.15 2.9 － 
E 3.6 3.7 － 
F 0.75 1.74 － 

G b) M8×0.75-6g － 
H 0.4 － － 
I 2.8 － － 
J 3.65 3.9 － 

K c) 2.15 2.6 － 
S 0.5 2.5 直径 

注 a) この光ファイバコネクタの整列構造は，非弾性スリーブ又は弾性スリーブによる。寸法 A は，整列

構造の内径である。 
注 b) M8×0.75 は，呼び径 8 mm 及びピッチ 0.75 mm の一般用メートルねじを示す。6g は，公差域クラス

を表す。ねじの後方に，ねじ逃げ溝が必要である。 
注 c) ガイドキー溝の最小領域は，寸法 K 及び寸法 F で囲まれた長方形の範囲である。 

 
 

表 7－光レセプタクルかん合部の整列構造の等級ごとの寸法 A 
単位 mm 

等級 c) 寸法 注記 
A 

最小 最大 
1 a) 2.500 2.502 非弾性スリーブ 
2 a) 2.501 2.504 
3 a) 2.501 2.506 
4 a) 2.501 2.525 
X b) － － 弾性スリーブ 

注 a) この光ファイバコネクタの整列構造は，非弾性スリーブによる。寸法 A は，二つのピンゲージを用

いて検査する。一つのピンゲージは，寸法 A の最大値よりも 1 μm 大きなピンゲージ等級とし，も

う一つのピンゲージは，寸法 A の最小値よりも 1 μm 小さなピンゲージ等級とする。使用するピン

ゲージは，表 7 から選ぶ。 
注 b) この光ファイバコネクタの整列構造は，弾性スリーブによる。光アダプタの一端からピンゲージを

挿入している状態で，光アダプタの他端からもう一つのピンゲージが光アダプタの中央まで，2 N～

5.9 N の力で挿入可能でなければならない。ピンゲージは，表 8 のピンゲージ等級 2.499 を使う。 
注 c) 等級は，5.1 のかん合標準を示す番号に追記する。 

光レセプタクル用ピンゲージの形状の一例を図 5 に，その寸法を表 8 に示す。 
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図 5－光レセプタクル用ピンゲージ 
 
 

表 8－ピンゲージの寸法 
単位 mm 

ピンゲージ 
等級 

寸法 注記 
CK a) CL CN 

最小 最大 最小 最大 最小 最大 
2.499 2.498 5 2.499 5 2.8 4.8 7 15 弾性スリーブ及び 

非弾性スリーブ 
2.500 2.499 5 2.500 5 非弾性スリーブ 
2.503 2.502 5 2.503 5 
2.505 2.504 5 2.505 5 
2.507 2.506 5 2.507 5 
2.526 2.525 5 2.526 5 

注 a) 表面粗さは Ra 0.2 μm 未満，円筒度は 0.5 μm 未満が望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献 IEC 63267-2-1，Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connector optical 
interfaces for enhanced macro bend multimode fibres – Part 2-1: Connection parameters of physically 
contacting 50 µm core diameter fibres – Non-angled 
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附属書 JA 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS C 5964-13 IEC 61754-13:2024，（MOD） 
 

a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

3 3 変更 IEC 61754-1 を，JIS での規定内容に対応す

る JIS C 5962 に置き換えた。 
JIS だけの変更とし，対応

国際規格の修正提案はし

ない。 
3 3 削除 JIS C 5962 の箇条 3（用語及び定義）に，“ね

じ締結方式”の定義があるため，ここでは

3.1 を削除した。 

JIS だけの変更とし，対応

国際規格の修正提案はし

ない。 
5 5 変更 規定内容を分かりやすくするため，5.3 を，

5.3.1（光コネクタプラグ），5.3.2（光アダプ

タ）及び 5.3.3（光レセプタクル）の三つに

分けた。 

JIS だけの構成変更とし，

対応国際規格の修正提案

はしない。 

5 5 追加 シングルモード光ファイバ用光ファイバコ

ネクタのフェルール詳細寸法は，この規格

では規定していない寸法も含めて，JIS C 
5965-3 規格群で規定している。そのため，

5.3.1 に，“なお，光ファイバがシングルモー

ドの場合のフェルール詳細寸法は，JIS C 
5965-3-1 による。”を追加した。 

JIS だけの変更とし，対応

国際規格の修正提案はし

ない。 

5 5 追加 測定方法を明確にするために，5.3.1 の表 2
の注 b)に，“フェルール押圧力の測定方法は，

JIS C 61300-3-22 による。”を追加した。 

対応国際規格の次回改訂

時に修正提案を行う。 

5 5 追加 表 3 は，寸法 A の規定値を示しているため，

題名の末尾に“ごとの寸法 A”を追加した。 

JIS だけの変更とし，対応

国際規格の修正提案はし

ない。 
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 

－ 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 
 




